
別紙様式（第７条関係） 

平成 24年 12月３日 

 

報  告  書 

 

島田市議会議長 様 

 

島田市議会議員  溝下 一夫 

島田市議会議員  曽根 嘉明 

島田市議会議員  藤本 善男 

島田市議会議員  橋本  清 

島田市議会議員  紅林  貢 

島田市議会議員  原木  忍 

島田市議会議員  坂下  修 

島田市議会議員  平松 吉祝 

 

議会報告会に出席しましたので、次のとおり報告します。 

 

１ 日時 平成２４年１１月１７日（土） 

午前         午前   

午後         午後 

 

２ 会場 かなや会館 

 

３ 参加者数  ８人（男性 ７人、女性 １人） 

 

４ 役割 

(1) 受付 紅林 貢・原木 忍 

(2) 司会 坂下 修 

(3) 挨拶（概要） 溝下一夫 

(4) 報告 藤本善男・紅林 貢・曽根嘉明 

(5) 答弁 全員 

(6) 記録 平松吉祝 

 

７時 00分から ８時 50分まで 



５ 報告事項 

(1) 議会活動の動向の市民への報告について 

① 総務消防常任委員会 

  ② 民生病院教育常任員会 

③ 経済建設生活常任委員会 

 

(2) 意見及び情報の交換について 

今回のテーマ  「市民病院建設」について 

 

＊ 平成 24年度補正予算の中で、賛成、反対を言うのに「問題はあるけれど賛成」

というのがある。一部を反対するのであれば反対ではないのか。 

＊ 市の答弁には誠意がない。市長の独断専行である。 

＊ 都市計画のまちづくり構想で、住民への理解を求めながら基本構想を作るべき

ではないか。 

＊ 本当にそれが必要であるか、まず議論があるべきだ。 

＊ 説明責任を果たしていない。 

＊ 学識経験者にもっと意見を聞いて議論すべき。 

＊ いきなり街中に建てると言い出した。病院の規模や財政を考えてからではない

か。 

＊ パブリックコメントを資料として出してほしい。 

＊ まず場所ありきはおかしい。何で市民病院の建て替えが必要なのか。 

＊ 看護師や職員の働きやすい環境を作ることが大事。 

＊ 市民を置き去りにしている。がれき処理と根っこが同じである。 

＊ 人間対人間として、現場、地域住民に十分な説明を行ってほしい。 

 

６ まとめ（所見） 

 意見交換会のテーマである市民病院のまちなか移転について意見が集中した。 

 市民への説明がさらに必要である。 


